
（施設の保守責任）
第１７条　当社の保守責任範囲は、保安器の出力端子までとします。ただし、保安器
　　　　　の出力端子からテレビ受像機等の入力端子までの設備については、加入者
　　　　　からの申し出により当社又は当社が指定する業者が保守するものとします。
　　　２　加入者が所有する設備の保守改修に要する費用は、加入者が負担するもの
　　　　　とします。
　　　３　加入者所有施設の盗難、紛失、損傷については加入者が責任を負うものと
　　　　　します。
　　　４　天災や不可抗力の事故により施設が損傷した場合、当社はその責を負わな
　　　　　いものとします。

(便宜の提供)
第１８条　加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の検査・改修を行うため
　　　　　加入者の敷地家屋等への出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を
　　　　　提供するものとします。

(故障)
第１９条　加入者から業務の提供に関し異常の申し出があった場合、当社はこれを調
　　　　　査し、必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者の施設によ
　　　　　る場合、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。

(一時休止)
第２０条　加入者が当社の業務の提供の一時休止を希望する場合、希望する日の10日
　　　　　以上前に所定の様式により当社に申し出るものとし、当社がこれを承諾し
　　　　　た場合に限り一時休止できるものとします。
　　　２　一時休止は、全ての業務の提供を停止するもので、提供業務の一部につい
　　　　　ての一時休止できないものとします。
　　　３　一時休止中はホームターミナル等を当社へ返納していただくため、ＮＣＮ
　　　　　が行う業務の提供を受けることはできません。
　　　４　一時休止にかかる引込み線およびホームターミナル等の取り外し等の費用
　　　　　は加入者が負担するものとします。
　　　５　一時休止期間は、原則として１年以内とします。
　　　６　加入者が再開を希望する場合、所定の様式により当社に申し出るものとし、
　　　　　再開に要する工事費および別表に定める手数料を当社に支払うものとしま
　　　　　す。

（利用場所の変更）
第２１条　加入者の転居等による利用場所の移転は、当社の業務区域内に限り承諾し
　　　　　ます。この場合、引込線の撤去及び新設等移転に要する工事費用は
　　　　　加入者の負担とします。
　　　２　第２条第3項の区分建物の加入契約では､利用場所の変更はできないものと
　　　　　します。


